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1 R6.9.7 R6.11.5
建設局道路管理部職員の職員番号のみ
を残し氏名等の個人情報を消したパソ
コンの稼働時間の分かる資料

1
請求に係る公文書については、実施機関では作成及び取得してお
らず、存在しない。

建設局
道路管理部
管理課

2 R6.9.7 R6.11.5

・令和５年　年間出勤簿（道路管理部
保全課及び安全施設課）
・令和５年　超過勤務等命令簿（道路
管理部保全課及び安全施設課）

※ 1 1 1 1

（第７条第２号）
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又
は特定の個人を識別することはできないが、公にすることによ
り、個人の権利利益を害するおそれがあるため。

（第７条第２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであ
るため。

（第７条第５号及び第６号）
都の内部における検討に関する情報であって、未成熟な情報が確
定した情報と誤解され都民の間に混乱を生じさせるおそれがある
ため。
また、業務内容を公にすることにより、都が行う道路管理事務の
適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

建設局
道路管理部
管理課

3 R6.10.28 R6.11.7

都市計画練馬城址公園整備工事（その
２）
古城の塔　現地調査報告書（令和４年
４月）のうち、
・８.２-５　梁寸法調査（階高調査）
結果
・８.２-６　図面復元　部材確認結果
・８.２-７　図面復元調査まとめ

※ 1
建設局
公園緑地部
計画課

決定区分 （根拠規定）条例７条
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決定区分 （根拠規定）条例７条

4 R6.10.7 R6.11.7

稲城多摩トンネル（仮称）（６）トン
ネル及び擁壁築造工事のうち、数量計
算書、工事工程表、工程算出根拠、材
料単価の引用元を記載した資料、設計
質問回答、特別調査結果、見積決定調
書

※ 1
建設局
道路建設部
道路橋梁課

5 R6.9.27 R6.11.8

2024年９月１日横網町公園で行われた
朝鮮人犠牲者追悼式に関して
・追悼文と○○の集会を分けた白い幕
を設置した理由が分かる文書
・追悼式と○○の集会に対して警察が
出動したようだが、警察への警備要請
を決めた理由に関する文書及び警察へ
の依頼文（含む原議）

1
当該文書は、実施機関で作成および取得しておらず、存在しない
ため。

建設局
東部公園緑地事務
所
管理課

6 R6.9.27 R6.11.8
令和６年度都立公園緑地保護委託
承諾書、契約内容の変更について（協
議）、委託契約書

※ 1
（第７条第４号）
偽造されることにより犯罪に使用されるおそれがあるため。

建設局
東部公園緑地事務
所
管理課

7 R6.9.24 R6.11.11
日比谷公園大音楽堂（６）改築工事基
本設計の設計委託契約書

※ 1 1 1

（第７条第４号）
偽造されることにより犯罪に使用されるおそれがあるため。

（第７条第２号）
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるため。

建設局
公園緑地部
計画課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

8 R6.9.24 R6.11.12

・Memorandum of Understanding On
the Gift of Sri Lankan Elephants
From the Democratic Socialist
Republic of Sri Lanka To the Tokyo
Metropolitan Government, Japan
（April 17, 2012）
・Memorandum of Understanding
Between the Office of the
President of Mongolia and the
Tokyo Metropolitan Government,
Japan On the Conservation of
Przewalski’s Wild Horses
（November 26, 2012）

4 1 1
（第７条第４号）
自筆署名の部分を公にすることは 偽造等犯罪の予防に支障をき
たすおそれがあるため。

建設局
公園緑地部
計画課

9 R6.10.15 R6.11.13
施工体系図
（目黒川防潮堤建設工事（御嶽橋上
流）その７-２）

3 1
建設局
第二建設事務所
工事第二課

10 R6.10.15 R6.11.14
施工体系図
（北原第一歩道橋維持工事（塗装））

1 1

建設局
北多摩南部建設事
務所
補修課

11 R6.10.15 R6.11.14

施工体系図兼安全衛生協議会組織図
（第３回変更）
（浜離宮恩賜庭園お伝い橋修復工事
（その１）その２）

1 1

建設局
東部公園緑地事務
所
工事課

12 R6.10.15 R6.11.15

施工体系図
（隅田川橋りょう（仮称）補修工事
（５五-環２）、街路築造工事（５五-
補116新砂）

2 1
建設局
第五建設事務所
工事課

13 R6.10.15 R6.11.18
施工体系図
（綾部原トンネル工事事務所改修工
事）

2 1

建設局
南多摩東部建設事
務所
工事課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

14 R6.10.15 R6.11.18

施工体系図
・浅川防災工事（長尾橋下流）
・山田川防災工事（月見橋下流）
・南浅川防災工事（中央本線橋梁上
流）
・浅川防災工事（東大沢橋下流）その
２
・大栗川防災工事（御殿場市上流）そ
の２
（個人情報を除く）

5 1

建設局
南多摩西部建設事
務所
工事課

15 R6.10.21 R6.11.20

補助第29号線（大崎・戸越）道路予備
修正設計及び電線共同溝予備設計の縦
断図のうち戸越区間

補助第29号線（豊町・西大井・西大井
東馬込）道路予備修正設計及び電線共
同溝予備設計の縦断図

20 1
建設局
第二建設事務所
工事第一課

16 R6.11.7 R6.11.20

・都市計画河川第８号善福寺川「善福
寺川上流調節池（仮称）」に関する費
用の算出、便益の算出、費用便益分析
の算出に関わる資料一式

1
請求に係る公文書については、実施機関では作成及び取得してお
らず、存在しない。

建設局
河川部
計画課

17 R6.10.15 R6.11.22
施工体系図（街路築造工事（５北北-
東村山３・４・15の２[清瀬橋]））

1 1

建設局
北多摩北部建設事
務所
工事第一課

18 R6.10.15 R6.11.25

施工体系図
（国立一小前歩道橋維持工事（塗装）
及び奈良橋歩道橋補修工事（耐震補
強））

2 1

建設局
北多摩北部建設事
務所
補修課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

19 R6.11.13 R6.11.25

東京都が保有する以下の文書及び電磁
的記録一切（メール、職員保有のメモ
等も含む）小平市鷹の台駅前広場工事
に関連して、補助対象金額変更につい
て、都と小平市の打ち合わせ記録（打
ち合わせ、会議録などについても含
む）

1
請求に係る公文書については、作成及び取得しておらず、存在し
ない。

建設局
道路管理部
管理課

20 R6.10.1 R6.11.26

・第四次事業課計画における優先整備
路線について、優先順位付けを行い、
都市計画道路補助線街路第143号線
（葛飾区柴又七丁目地内から同区柴又
四丁目地内まで）の事業を進めること
を意思決定した文書
・都市計画道路補助線街路第143号線
（葛飾区柴又七丁目地内から同区柴又
四丁目地内まで）の事業概要及び測量
説明会資料における「事業の進め方・
今後のスケジュール」が作成された経
緯が分かる文書（根拠がわかる文書）

1
請求に係る公文書については、実施機関では作成及び取得してお
らず、存在しない。

建設局
道路建設部
計画課

21 R6.10.1 R6.11.26
都市計画道路事業の認可申請について
（補助第143号線（柴又））（31建道
建計第117号）

1
建設局
道路建設部
計画課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

22 R6.11.14 R6.11.26

・神宮外苑イチョウ並木枝折について
の報告資料（令和６年11月14日付）
・街路樹維持管理（６港西部）単価契
約その２　施工内容確認申請書、完了
届、（指示番号２）
・道路維持工事（港工区その２）単価
契約　施工内容確認申請書、完了届
（指示番号第７号）
・街路樹診断委託６一建の１（単価契
約）　施工内容確認申請書（指示番号
７）

20 1 1 1

（第７条第２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報であ
るため。

（第７条第４号）
公にすることにより偽造され犯罪に利用される恐れがあるため。

建設局
第一建設事務所
補修課

23 R6.10.1 R6.11.26

①現況測量（29五-補143柴又）（29五
建工第197号）
②現況測量説明会等会場設営委託（29
五-補143柴又）（29五建工第295号）
③用地測量（30五-補143柴又）（29五
建工第158号）
④「都市計画道路補助線街路第143号
線（葛飾区柴又七丁目地内から同区柴
又四丁目地内まで）の事業概要および
測量説明会」資料における「事業の進
め方・今後のスケジュール」に記載さ
れた用地説明会に関する起案文書

1

①の公文書は、平成29年に作成された５年保存の文書であり、既
に廃棄しているため、存在しない。

②の公文書は、平成29年に作成された３年保存の文書であり、既
に廃棄しているため、存在しない。

①の公文書は、平成30年に作成された５年保存の文書であり、既
に廃棄しているため、存在しない。

④の公文書は、実施機関では作成しておらず、存在しない。

建設局
第五建設事務所
工事課

24 R6.11.20 R6.11.26

西新井橋長寿命化設計にともなう地質
調査
（１）委託総括署、（２）種別内訳
書、（３）代価明細表

※ 1
建設局
第六建設事務所
補修課



令和6年度　公文書開示（11月決定分）

月
整
理
番
号

請　求
年月日

決　定
年月日

公文書の件名
総
枚
数

開
示

一
部
開
示

不
開
示

不
存
在

存
否
応
答
拒
否

1
号

2
号

3
号

4
号

5
号

6
号

7
号

8
号

9
号

不開示理由等 所管局部課等

決定区分 （根拠規定）条例７条

25 R6.10.15 R6.11.26

施工体系図（五兵衛新橋長寿命化工事
（その６-１）その２）
施工体系図（江北橋整備工事（塗装）
その２）（その３））
施工体系図（厩橋補修工事（塗装））
施工体系図（宮地陸橋長寿命化工事
（その１）（塗装））
施工体系図（新神谷橋長寿命化工事
（その３））

6 1
建設局
第六建設事務所
補修課

26 R6.10.15 R6.11.26

施工体系図（橋梁維持工事　単価契約
（１））
施工体系図（西新井橋長寿命化工事
（橋面改良））
施工体系図（飯塚橋維持工事（伸縮装
置取替））
施工体系図（関屋歩道橋外１橋維持工
事（塗装））
施工体系図（新荒川大橋（下流）整備
工事（塗装））
施工体系図（鹿浜橋整備工事（塗装そ
の２））

6 1
建設局
第六建設事務所
補修課

27 R6.10.15 R6.11.27
施工体系図（隅田川（尾久橋下流）左
岸修景工事）

2 1
建設局
江東治水事務所
高潮工事課

28 R6.10.15 R6.11.27
施工体系図（路面補修工事（６南東の
３）及び中央橋長寿命化工事（その
１）、金井歩道橋維持工事）

2 1

建設局
南多摩東部建設事
務所
補修課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

29 R6.10.15 R6.11.27

施工体系図
・落合橋外２橋補修工事
・日原トンネル長寿命化工事（その
５）
・大麦代トンネル長寿命化工事（その
５）及び橋詰トンネル長寿命化工事
（その２）その２
・御岳山長寿命化工事（その２）

4 1
建設局
西多摩建設事務所
補修課

30 R6.10.15 R6.11.28
施工体系図（高浜橋道路復旧工事（５
-高浜橋））

1 1
建設局
第一建設事務所
工事課

31 R6.10.15 R6.11.29
施工体系図（東京都第四建設事務所板
橋工区（６）ブロック塀等改修工事
（その２））

1 1
建設局
第四建設事務所
庶務課

32 R6.11.20 R6.11.29
築地川地質調査
委託総括書、種別内訳書、代価明細表

※ 1
建設局
江東治水事務所
内部河川工事課

33 R6.10.15 R6.11.29
施工体系図（羽村大橋事業地整備工
事）

1 1
建設局
西多摩建設事務所
工事第一課

表の見方

＜決定区分＞

・開示、一部開示、不開示（開示しない）、不存在（文書が存在しない）、存否応答拒否（文書があるかないかを明らかにしない）のうち、該当する項目に「１」を記入しています。

＜（根拠規定）条例７条＞

・一部開示及び不開示について、条例７条各号のいずれを根拠として不開示としたのかについて、該当する項目に「１」を記入しています。

＜公文書の件名＞

・特定の個人名、法人名、またそれらの特定に結びつく可能性のある情報は○○と表記しています。

・決定区分が不存在の場合や存否応答拒否の場合は、開示請求書の請求件名を記載しています。ただし、個人情報・法人情報保護に配慮し、簡潔に表記する場合があります。

＜公文書の枚数＞

・光ディスクへ複写し交付している場合は、「※」を記入しています。


